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１．総則  

1.1 業務の件名 

「修学旅行ナビ（事前学習ガイド）作成業務」（以下「本業務」という）とする。 

 

1.2 仕様書の目的 

本仕様書は、一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー（以下「OCVB」という）が受託事

業者に委託する本業務に関する仕様を示すものとする。 

 

２．業務概要  

2.1 業務の目的 

教育旅行推進強化事業「学校に対する事前・事後学習支援」の一環として、修学旅行ナビ（事前学

習ガイドブック）（以下修旅ナビ）の配布を実施する。事前学習用ガイドブックは、沖縄で教育旅行を実

施する学校が、より充実した教育旅行を実施し、さらなる満足度の向上を図ることが目的である。 

2.2 業務の概要 

教育旅行実施前に行う事前学習では、学校が目的とする平和学習・歴史文化・自然環境やその他

（産業学習など）の学習知識を事前に身につけたり、実際沖縄で行う班別行動の準備を行ったりする。

その学習時間に活用できるガイドブックを提供することで、沖縄での教育旅行がより実りある学び、学

校では体験できない貴重な時間になることをサポートする。 

 

2.3 業務委託の範囲 

本仕様書が規定する業務委託の範囲は次のとおりとする。 

業務目的や学校の教諭・生徒の視点を考慮した、事前学習のサポートとなる資料を作成。 

  （１）テーマ別「沖縄の基本情報」「歴史」「平和学習」「文化」「自然環境」「産業学習」を盛り

込むこと。 

 （２）（１）のテーマ別に専門家の監修を含めること。 

 （３）班別行動の際に役立つ、見学地からホテル間の所要時間早見表や切り離し可能な県内・那

覇市の地図を盛り込むこと。 

 （４）平成２７年度オープン予定の施設情報等も盛り込むこと。 

 （５）指定の配送先に２回に分けて計３５万部を納品すること。 

    ・発行部数：３５万部 

    ・梱  包：１締め梱５０冊単位で梱包 
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    ・納入期限：１回目１７万部（平成２７年６月２６日（金）まで） 

          ２回目１８万部（平成２７年１１月３０日（月）まで）予定 

    ・納入場所：三菱倉庫株式会社桜島第二営業所第 1号配送センター 

（住所：大阪市此花区三丁目 4番 9号） 

※上記住所までの移送費を含む 

    ・規  格：サイズの指定なし 

    ・印  刷：フルカラー 

    ・データ ：ＰＤＦ（ダウンロード用）編集可能なデータ様式、画像の元データ 

（６）委託業務全体を統括する担当１名の配置 

（７）業務完了報告書の作成 

本業務にかかわる全ての成果物が納品されたことを報告する。 

（８）その他、業務実施にあたり OCVBと協議の上、業務遂行に必要とされる業務。 

 

2.4 成果物等一覧 

受託事業者が提出すべき成果物等は表 1のとおりとする。 

表１ 成果物等一覧 

項 目 内 容 

コンテンツデータ 作成した記事 

素材データ 本業務で使用した映像、写真、図版素材の電子データ（非圧縮） 

業務完了報告書 本業務の成果物の納品完了した報告書 

その他 業務に伴い作成した成果物 

 

2.5 スケジュール 

受託事業者は平成２７年１１月３０日（月）までに受託内容の実施を行い、平成２７年１２月１

５日（火）までに業務完了報告を行うこと。 

 

2.6 瑕疵担保責任 

OCVBへの納品完了から起算して１年の間、成果物に瑕疵があるときは、受託事業者は無償で当該

成果品の修補を行うこと。 

 

2.7 著作権・特許等 

（１）受託事業者は、本業務で作成された成果物に関し、すべての著作権（財産権）を、OCVB

に無償で譲渡するものとする。ただし、委託前から受託事業者の構成者が権利を有する著作

物及び第三者が権利を有する著作物を利用する場合は事前に OCVBの承諾を得るものとする。 
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 （２）受託事業者は、OCVBの同意を得なければ、著作権法第 18条及び第 20条に規定されている

権利を行使することができない。 

 （３）本業務作成物で使用する文章、写真、図版などは全て沖縄県及び OCVB 内での利用、或い

は沖縄県又は OCVBが観光振興に資すると判断した上で第三者への提供が可能なもののみを使

用する。 

 （４）本業務の成果物の使用期限は設けないものとする。 

 （５）本業務の成果物に係る著作権、特許権その他の知的財産権に関する一切の紛争については

訴訟費用を含めすべて受託事業者において責任を負うものとする。 

（６）著作権法上、上記条件を満たさないデータの使用は禁ずる。 

（７）上記条件を満たすのに費用が過大となり、充分な広報展開ができないことが見込まれる場

合においては、協議するものとする。 

 

３．要求仕様  

3.1 概要 

本業務においては、学校の教諭・生徒の視点を考慮した、事前学習のサポートとなる資料を作成

する。また、沖縄県・OCVBとしてふさわしい内容とする。 

ガイドブックタイトル：沖縄修学旅行ナビ  

メ イ ン タ ー ゲ ッ ト 

 

 

 

 

 

〈ターゲット層〉 

・（メイン）学生（主に中学生・高校生） 

・（サブ）学校教諭 

〈コンセプト〉 

学生：事前学習において、自ら沖縄の歴史・文化・平和学習に取り

組む際に、どのような部分に魅力があるのか発見できる内容や、各

テーマについて掘り下げて考えるきっかけを作る情報が盛り込まれ

ている。また、目で見てわかりやすい施設紹介や地図など、班別行

動計画の参考になる資料である。 

学校教諭：本冊子を活用し、生徒へ向けて事前学習を行う。普段の

授業では触れることが難しい、沖縄の歴史・文化・平和学習などの

参考資料、また班別行動の助言をする時にも参考になる資料紹介。 

想 定 受 入 期 間 通年（各季節でも楽しめる魅力コンテンツ紹介も含む） 

想定される企画例 ・沖縄の基本情報、あらまし・魅力を中心に、歴史、文化、自然な

ど全体について、「沖縄修学旅行ナビ」の現版の内容を参考に新規作

成する。絵や写真素材を多く使い、視覚的にも興味を引き、新情報

も加え、伝えやすくする。歴史・文化については、県外と県内の比

較例を挙げ解説することで興味や探究心をくすぐる内容とする。（例

えば・・・食事や言葉、慣習等） 
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・「歴史」のテーマについて、県外と県内、今と昔の違いを比較しな

がら、琉球王朝から太平洋戦争までの時代背景がわかりやすく、興

味を引く内容とする。 

・歴史に引き続き「平和学習」のテーマについて、太平洋戦争も合

わせ、沖縄の地上戦について学べる内容を盛り込む。また、県内の

平和学習ができる施設紹介を含める。 

・戦後の沖縄～今にかけて「現在の沖縄問題」をテーマに、米軍統

治下時代・日本復帰・現代の沖縄についての内容を盛り込む。戦後

70年を振り返る。 

・「沖縄の文化」をテーマに、沖縄の人の慣習・食と生活習慣、方言、

県外と異なる独自の風習についての内容を盛り込む。 

・「自然環境」をテーマに、沖縄を取り巻く自然の魅力と、現在起こ

っている環境問題についての内容を盛り込む。 

・「産業学習」をテーマに、観光・農業・水産業についての学習内容

を盛り込む。 

・エリア別紹介（施設・離島紹介を含む）を盛り込む。 

・安全に沖縄の修学旅行を実施するための参考資料を盛り込む。 

・学校教諭が生徒へ指導するにあたり、参考となる沖縄の各テーマ

に関連した資料一覧、問い合わせ先を盛り込む。 

・地図（沖縄本島・離島、那覇市内）を盛り込む。 

 

※「想定されるコンテンツ例」は、あくまでも例として提示しているため、必ずしもこの内容での

提案を指定するものではない。（タイトルも変更可能） 

3.2 内容 

本仕様書が規定する企画提案内容は以下の通りとする。 

（１） 次年度以降の修学旅行の事前学習においても継続的に活用できる企画内容。 

（２） 企画提案の根拠となる背景（専門家の監修等）を明記。 

（３） 「沖縄修学旅行」の魅力を具体的に紹介し、事前学習においてさらに楽しめる特集   

の提案。 

（４） ターゲットと誘客期間を考慮し、以下の項目の企画提案。 

ア． 本業務の目的やターゲットに合った設定。 

イ． 沖縄本島をメインに、県全体（離島地域を含む）の事前学習につながる企画。 

ウ． 各テーマの内容も掘り下げて学習できる企画。（問題提起・考えるきっかけ作り） 

エ． 日常学校ではできない体験によって得られる、沖縄修学旅行のサポートに繋がる企画。 

オ． 視覚的に沖縄で得られる感動が伝わる企画。 

カ． 商品や施設誘客に繋がるような、１社取り上げて広告するような内容はさける。 

※自治体等が行う公的な配布資料として適正な内容とすること。 
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（５） 一部業務の外部委託を行う際は、発注先が県内事業者か県外事業者かを明記すること。 

 

3.3 注意事項 

提案内容については、以下の点に留意すること。 

・本業務にて使用する図版及び写真は、原則として契約事業社が用意すること。 

・掲載内容の情報については、契約事業社が責任を持って文字校正（情報内容の確認）を行い、

必要に応じて OCVBも校正を行う。 

・本業務にて作成する印刷物等に使用する図版及び写真については、二次使用が可能なこととす

る。（写真データについては電子納品をし、OCVBウェブサイトおきなわ物語への掲載および OCVB

が認める他の媒体での使用が可能であるもの） 

・本仕様書に記載の業務内容は、企画提案のために設定したものであり、実際の契約の仕様書と 

は異なる場合がある。 

・本仕様書記載の業務内容については、実施段階において、予算や諸事情によって変更すること 

がある。 

以上 


